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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 19年 1月 9日 (2007.1.9)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 発 明 の 名 称
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 発 明 の 名 称 】 バ ッ ク ア ッ プ 記 憶 装 置
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
　 　 【 請 求 項 １ 】 　 デ ー タ の 読 み 出 し が 可 能 な 第 一 記 憶 手 段 と 、 デ ー タ の 読 み 出 し 及 び 書
き 込 み が 可 能 な 第 二 記 憶 手 段 と 、 前 記 第 一 及 び 前 記 第 二 記 憶 手 段 と の 間 で デ ー タ の や り 取
り が 可 能 な 第 三 記 憶 手 段 と 、 前 記 第 一 乃 至 第 三 記 憶 手 段 を 管 理 す る 制 御 手 段 と を 有 し 、 各
種 の バ ッ ク ア ッ プ デ ー タ を 記 憶 す る バ ッ ク ア ッ プ 記 憶 装 置 で あ っ て 、
　 前 記 第 三 記 憶 手 段 は 、

判 別 符 号 を 有 し 、 前 記 制 御 手 段 は 、 前 記 第 二 記 憶 手 段 か ら 前 記 バ ッ ク ア ッ プ デ ー タ
を 前 記 第 三 記 憶 手 段 に 格 納 す る 際 に 、 最 初 に 前 記 第 三 記 憶 手 段 の 判 別 符 号 を し 、 そ
の 後 全 て の 前 記 バ ッ ク ア ッ プ デ ー タ を 前 記 第 三 記 憶 手 段 に 格 納 し 、 最 後 に 前 記 第 三 記 憶 手
段 の 判 別 符 号 を 正 し い 判 別 符 号 に こ と を 特 徴 と す る バ ッ ク ア ッ プ 記 憶 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ２ 】 　 前 記 第 一 記 憶 手 段 は 固 定 記 憶 手 段 で あ り 、 前 記 第 二 記 憶 手 段 は 揮 発 性
記 憶 手 段 で あ り 、 前 記 第 三 記 憶 手 段 は 不 揮 発 性 記 憶 手 段 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １
記 載 の バ ッ ク ア ッ プ 記 憶 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ３ 】 　 前 記 第 一 記 憶 手 段 は 、 前 記 第 三 記 憶 手 段 の 判 別 符 号 の 正 否 を 判 定 す る
た め の 判 別 符 号 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 又 は ２ 記 載 の バ ッ ク ア ッ プ 記 憶 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ４ 】 　 前 記 制 御 手 段 は 、 前 記 第 三 記 憶 手 段 の 判 別 符 号 の 正 否 を 判 定 し 、 前 記
判 別 符 号 が 不 正 で あ る 場 合 は 、 前 記 第 三 記 憶 手 段 に 蓄 積 さ れ た 前 記 バ ッ ク ア ッ プ デ ー タ が
不 正 で あ る と 判 断 し 、 前 記 第 二 記 憶 手 段 の 記 憶 領 域 に 前 記 第 一 記 憶 手 段 の デ ー タ を 転 送 す
る 制 御 を 行 う こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 ３ の 何 れ か に 記 載 の バ ッ ク ア ッ プ 記 憶 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ５ 】 　 更 に 、 エ ラ ー を 表 示 す る 表 示 手 段 を 有 し 、 前 記 制 御 手 段 は 、 前 記 第 三
記 憶 手 段 の 判 別 符 号 の 正 否 を 判 定 し 、 前 記 判 別 符 号 が 不 正 で あ る 場 合 は 、 エ ラ ー が 発 生 し
た と 判 断 す る と 共 に 、 前 記 第 三 記 憶 手 段 に 蓄 積 さ れ た 前 記 バ ッ ク ア ッ プ デ ー タ が 不 正 で あ
る と 判 断 し 、 前 記 第 二 記 憶 手 段 の 記 憶 領 域 に 前 記 第 一 記 憶 手 段 の デ ー タ を 転 送 す る 制 御 を
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行 う と 共 に 、 前 記 表 示 手 段 に エ ラ ー を 表 示 す る 制 御 を 行 う こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至
３ の 何 れ か に 記 載 の バ ッ ク ア ッ プ 記 憶 装 置 。
　 　 【 請 求 項 】 　 前 記 第 三 記 憶 手 段 は 数 装 備 が 可 能 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項
１ 乃 至 ５ の 何 れ か に 記 載 の バ ッ ク ア ッ プ 記 憶 装 置 。
　 　

【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 　 【 ０ ０ ０ １ 】
　 　 【 発 明 の 属 す る 技 術 分 野 】
　 本 発 明 は 、 バ ッ ク ア ッ プ 記 憶 装 関 し 、 特 に 、 簡 単 な 制 御 手 順 で バ ッ ク ア ッ プ デ ー タ
の 正 常 の 有 無 を 判 断 す る 場 合 に 好 適 な バ ッ ク ア ッ プ 記 憶 装 関 す る 。
【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ０
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ０ 】
　 本 発 明 は 、 上 述 し た 点 に 鑑 み な さ れ た も の で あ り 、 バ ッ ク ア ッ プ デ ー タ が 正 常 で あ る か
否 か の 判 断 を 可 能 と し 、 シ ス テ ム の 暴 走 や 誤 動 作 を 防 ぐ こ と を 可 能 と し 、 蓄 積 さ れ た デ ー
タ が 不 正 で あ る こ と を 示 す エ ラ ー を 表 示 す る こ と を 可 能 と し た バ ッ ク ア ッ プ 記 憶 装 提
供 す る こ と を 目 的 と す る 。
【 手 続 補 正 ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 　 【 ０ ０ １ １ 】
　 　 【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
　 上 記 目 的 を 達 成 す る た め 、 請 求 項 １ 記 載 の 発 明 は 、 デ ー タ の 読 み 出 し が 可 能 な 第 一 記 憶
手 段 と 、 デ ー タ の 読 み 出 し 及 び 書 き 込 み が 可 能 な 第 二 記 憶 手 段 と 、 前 記 第 一 及 び 前 記 第 二
記 憶 手 段 と の 間 で デ ー タ の や り 取 り が 可 能 な 第 三 記 憶 手 段 と 、 前 記 第 一 乃 至 第 三 記 憶 手 段
を 管 理 す る 制 御 手 段 と を 有 し 、 各 種 の バ ッ ク ア ッ プ デ ー タ を 記 憶 す る バ ッ ク ア ッ プ 記 憶 装
置 で あ っ て 、 前 記 第 三 記 憶 手 段 は 、

判 別 符 号 を 有 し 、 前 記 制 御 手 段 は 、 前 記 第 二 記 憶 手 段 か ら 前 記 バ ッ ク ア
ッ プ デ ー タ を 前 記 第 三 記 憶 手 段 に 格 納 す る 際 に 、 最 初 に 前 記 第 三 記 憶 手 段 の 判 別 符 号 を

し 、 そ の 後 全 て の 前 記 バ ッ ク ア ッ プ デ ー タ を 前 記 第 三 記 憶 手 段 に 格 納 し 、 最 後 に 前 記
第 三 記 憶 手 段 の 判 別 符 号 を 正 し い 判 別 符 号 に こ と を 特 徴 と す る 。
【 手 続 補 正 ６ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ６
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】
【 手 続 補 正 ７ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
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ア ッ プ デ ー タ は 、 画 像 形 成 を 行 う 記 録 紙 の サ イ ズ を 示 す デ ー タ 、 前 記 記 録 紙 の 向 き を 示 す
デ ー タ 、 画 像 形 成 を 行 っ た 枚 数 を 示 す デ ー タ の 何 れ か を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃
至 ６ の 何 れ か に 記 載 の バ ッ ク ア ッ プ 記 憶 装 置 。
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【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ７
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ７ 】
　 上 記 目 的 を 達 成 す る た め 、 請 求 項 記 載 の 発 明 は 、 前 記 第 三 記 憶 手 段 は 数 装 備 が 可
能 で あ る こ と を 特 徴 と す る 。
【 手 続 補 正 ８ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ８
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ８ 】
　

【 手 続 補 正 ９ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ９
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】
【 手 続 補 正 １ ０ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ０
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】
【 手 続 補 正 １ １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ １
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】
【 手 続 補 正 １ ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ２
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】
【 手 続 補 正 １ ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ３
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】
【 手 続 補 正 １ ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ４
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】
【 手 続 補 正 １ ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ５
【 補 正 方 法 】 削 除
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【 補 正 の 内 容 】
【 手 続 補 正 １ ６ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ６
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】
【 手 続 補 正 １ ７ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ７
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】
【 手 続 補 正 １ ８ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ８
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】
【 手 続 補 正 １ ９ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ９
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】
【 手 続 補 正 ２ ０ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ３ ０
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】
【 手 続 補 正 ２ １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ３ １
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】
【 手 続 補 正 ２ ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ３ ２
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】
【 手 続 補 正 ２ ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ８ ３
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 　 【 ０ ０ ８ ３ 】
　 　 【 発 明 の 効 果 】
　 以 上 説 明 し た よ う に 、 に よ れ ば 、 第 三 記 憶 手 段 （ 不 揮 発 性 記 憶 手 段 ） へ デ ー タ を
バ ッ ク ア ッ プ す る 際 に 、 最 初 に 判 別 符 号 領 域 を し た 後 に バ ッ ク ア ッ プ デ ー タ を 格 納
し 、 全 て の バ ッ ク ア ッ プ デ ー タ を 格 納 後 、 判 別 符 号 領 域 を 正 常 な 値 に 戻 す 手 法 に よ り 、 例
え ば 停 電 や コ ン セ ン ト 抜 け 等 に よ り 、 バ ッ ク ア ッ プ 制 御 途 中 で 処 理 が 中 断 し た 場 合 は 、 判
別 符 号 領 域 に 不 正 な 値 が 入 っ て い る こ と に な り 、 ま た 、 正 常 に 全 て の バ ッ ク ア ッ プ 制 御 が
終 了 し た の な ら 、 判 別 符 号 領 域 に 正 し い 値 が 入 っ て い る こ と に な り 、 判 別 符 号 領 域 の み を
確 認 す る こ と で 、 バ ッ ク ア ッ プ デ ー タ が 正 常 で あ る か 否 か の 判 断 が 可 能 と な る 効 果 を 奏 す
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る 。
【 手 続 補 正 ２ ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ８ ４
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ８ ４ 】
　 ま た 、 に よ れ ば 、 第 三 記 憶 手 段 （ 不 揮 発 性 記 憶 手 段 ） の バ ッ ク ア ッ プ デ ー タ が 不
正 で あ る と 判 断 し た 場 合 、 第 一 記 憶 手 段 （ 固 定 記 憶 手 段 ） に 蓄 え ら れ て い る 初 期 デ ー タ を
第 二 記 憶 手 段 （ 揮 発 性 記 憶 手 段 ） の 領 域 に 展 開 す る こ と に よ り 、 例 え ば ア ク チ ュ エ ー タ 等
を 装 備 し た シ ス テ ム に お い て 不 定 デ ー タ が 展 開 さ れ る こ と が 無 く な り 、 シ ス テ ム の 暴 走 や
誤 動 作 を 防 ぐ こ と が 可 能 と な る 効 果 を 奏 す る 。
【 手 続 補 正 ２ ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ８ ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ８ ５ 】
　 ま た 、 に よ れ ば 、 第 三 記 憶 手 段 （ 不 揮 発 性 記 憶 手 段 ） の 判 別 符 号 が 正 し く な か っ
た 場 合 、 即 ち 、 第 三 記 憶 手 段 （ 不 揮 発 性 記 憶 手 段 ） に 蓄 積 さ れ た デ ー タ が 不 正 で あ る と 判
断 し た 場 合 、 第 三 記 憶 手 段 （ 不 揮 発 性 記 憶 手 段 ） に 蓄 積 さ れ た デ ー タ が 不 正 で あ る こ と を
示 す エ ラ ー を 表 示 す る こ と が 可 能 と な る 効 果 を 奏 す る 。
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